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健診名 対象者 受診券

西

宮

市

国

民

健

康

保

険

特

定

健

康

診

査

　次の全てに該当する方

 妊産婦その他の厚生労働

 大臣が定める者は除く

・健診実施年度の4月１日

　における加入者

・健診実施年度中に

　40歳～74歳になる方

・受診日まで引き続き加入

　している方

西宮市から平成20年6月

までに送付予定です。

　問い合わせ先

　国民健康保険ｸﾞﾙｰﾌﾟ

　(0798-35-3115)

後

期

高

齢

者

健

康

診

査

平成20年4月１日に

兵庫県後期高齢者医療

広域連合の被保険者

西宮市から平成20年6月

までに送付予定です。

　問い合わせ先

　高齢者医療保険ｸﾞﾙｰﾌﾟ

　(0798-35-3154)

健診実施年度に

35歳～39歳になる方

40歳以上で平成20年度

に加入している医療保険

が変わられる方、

40歳以上で生活保護を

受給されている方

他

の

医

療

保

険

者

が

行

う

健

康

診

査

40歳～74歳で職場の医療

保険等に加入されている方

（被扶養者含む）

西宮市から送付しません。

職場等にお問い合わせくだ

さい。

健

康

診

査

受診券を希望される方は

4月以降にお問い合わせ

ください。

　問い合わせ先

　保健サービス課

　(0798-35-3127)

ー 受診券の送付について ー

■
特
定
保
健
指
導
を

　
　
　
　
活
用
し
ま
し
ょ
う

 
 

西
宮
市
で
は
、
市
民
の
方
の
健
康
を
チ
ェ
ッ
ク
し
て
い
た
だ
く
機
会
と
し
て
、
「
基
本
健
康
診
査
」

「
老
人
健
康
診
査
」
「
が
ん
検
診
等
（
肺
が
ん
検
診
・
胃
が
ん
検
診
・
大
腸
が
ん
検
診
・
乳
が
ん
検

診
・
子
宮
頚
が
ん
検
診
・
骨
粗
し
ょ
う
症
検
診
等
）
」
の
健
（
検
）
診
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

 
 

平
成
20
年
４
月
よ
り
医
療
制
度
改
革
の
一
つ
と
し
て
、
医
療
保
険
者
（
国
民
健
康
保
険
・
職
場
の
医

療
保
険
等
）
が
、
糖
尿
病
等
の
生
活
習
慣
病
の
発
症
や
重
症
化
を
予
防
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
メ

タ
ボ
リ
ッ
ク
シ
ン
ド
ロ
ー
ム
（
内
臓
脂
肪
症
候
群
）
に
着
目
し
た
健
診
を
実
施
し
ま
す
。
そ
れ
に
伴
い

「
基
本
健
康
診
査
」
「
老
人
健
康
診
査
」
の
健
診
の
名
称
、
対
象
者
、
受
診
方
法
等
が
変
わ
り
ま
す
。

■
西
宮
市
の
健
康
診
査
に
つ
い
て

　
生
活
習
慣
病
の
リ
ス
ク
か
ら

レ
ベ
ル
別
に
実
施
す
る
「
特
定

保
健
指
導
」
で
は
、
医
師
・
保

健
師
・
管
理
栄
養
士
ま
た
は
看

護
師
が
面
接
を
行
い
、
６
カ
月

間
で
減
ら
す
お
腹
ま
わ
り
や
体

重
の
目
標
等
の
計
画
を
立
て
、

内
臓
脂
肪
を
減
少
さ
せ
る
た
め

に
生
活
習
慣
の
改
善
（
食
生
活

の
改
善
・
生
活
活
動
量
の
増

加
）
を
目
指
し
ま
す
。
　

西
宮
市
国
民
健
康
保
険
が
実
施
す
る
保
健
事
業

　
平
成
20
年
度
よ
り
特
定
健
康

診
査
が
実
施
さ
れ
る
こ
と
に
伴

い
、
西
宮
市
国
民
健
康
保
険
総

合
健
康
診
断
（
以
下
、
人
間

ド
ッ
ク
）
の
対
象
者
が
変
更
と

な
り
ま
し
た
。

（
１
）
健
診
実
施
年
度
の
4
月

1
日
に
お
け
る
加
入
者
で
、
受

診
日
ま
で
引
き
続
き
西
宮
市
国

民
健
康
保
険
に
加
入
し
て
お

り
、
健
診
実
施
年
度
中
に
40
歳

～
75
歳
に
な
る
方

（
２
）
受
診
申
請
時
に
納
期
到

来
分
の
保
険
料
を
完
納
し
て
い

る
こ
と

（
３
）
受
診
年
度
中
に
特
定
健

康
診
査
及
び
人
間
ド
ッ
ク
を
ま

だ
受
診
し
て
い
な
い
こ
と

（
１
）
～
（
３
）
の
全
て
の
項

目
を
満
た
す
方
に
「
人
間
ド
ッ

ク
」
の
助
成
を
行
い
ま
す
。

　
人
間
ド
ッ
ク
を
受
診
し
た
方

は
、
特
定
健
康
診
査
を
受
診
し

た
こ
と
に
な
り
ま
す
。
し
た

が
っ
て
、
同
一
年
度
内
に
特
定

健
康
診
査
を
受
診
す
る
こ
と
は

あ
り
ま
せ
ん
（
西
宮
市
立
中
央

病
院
の
半
日
肺
ド
ッ
ク
は
除

く
）
。

　
特
定
健
康
診
査
受
診
後
は
同

一
年
度
内
の
人
間
ド
ッ
ク(

西

宮
市
立
中
央
病
院
の
半
日
肺

ド
ッ
ク
は
除
く
）
の
助
成
は
行

い
ま
せ
ん
の
で
、
ご
注
意
く
だ

さ
い
。
（
平
成
18
年
度
お
よ
び

19
年
度
に
人
間
ド
ッ
ク
を
受
診

し
た
世
帯
に
対
し
、
お
知
ら
せ

を
送
付
す
る
予
定
で
す
）
。

　
ま
た
、
検
査
項
目
の
見
直
し

を
行
い
ま
し
た
が
、
こ
の
見
直

し
に
よ
る
料
金
改
定
は
あ
り
ま

せ
ん
。

　
た
だ
し
、
医
療
機
関
の
人
間

ド
ッ
ク
受
診
料
金
の
改
定
が
行

わ
れ
る
場
合
は
、
予
告
な
く
国

民
健
康
保
険
の
助
成
額
も
変
更

い
た
し
ま
す
の
で
、
予
め
ご
承

知
お
き
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
「
特
定
健
康
診
査
」

受
診
券
を
受
け
取
っ
た
後
、
人

間
ド
ッ
ク
（
西
宮
市
立
中
央
病

院
の
半
日
肺
ド
ッ
ク
は
除
く
）

の
助
成
申
し
込
み
を
す
る
際

は
、
必
ず
「
特
定
健
康
診
査
」
受

診
券
を
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

同
受
診
券
を
持
参
さ
れ
な
い
場

合
は
受
付
い
た
し
ま
せ
ん
。

■
健
康
診
査

■
後
期
高
齢
者
健
康
診
査

　
西
宮
市
は
後
期
高
齢
者
医
療

制
度
の
被
保
険
者
（
75
歳
以
上

等
）
を
対
象
に
、
「
後
期
高
齢

者
健
康
診
査
」
を
実
施
し
ま

す
。

　
高
齢
者
の
介
護
予
防
や
疾
病

の
早
期
発
見
の
た
め
、
健
康
診

査
を
行
う
も
の
で
す
。
な
お
、

健
康
診
査
後
の
健
康
相
談
等
を

ご
希
望
の
方
は
保
健
サ
ー
ビ
ス

課(

０
７
９
８
・
３
５
・
３
１

２
７)

に
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

特
定
健
康
診
査
の
対
象
外
で
あ

る
（
１
）
～
（
３
）
の
方
に

「
健
康
診
査
」
を
行
い
ま
す
。

(

１)

35
歳
～
39
歳
の
西
宮
市
民

(

２)

40
歳
以
上
で
生
活
保
護
を

受
給
さ
れ
て
い
る
方

(

３)

40
歳
以
上
で
平
成
20
年
度

に
加
入
し
て
い
る
医
療
保
険
が

変
わ
ら
れ
る
方

　
ご
自
身
の
健
康
チ
ェ
ッ
ク
の

た
め
に
、
お
役
立
て
く
だ
さ
い
。

■
受
診
に
は
受
診
券
が

　
　
　
　
　
必
要
と
な
り
ま
す

　
受
診
対
象
者
の
方
へ
、
受
診

券
の
送
付
を
予
定
し
て
い
ま
す

（
送
付
は
平
成
20
年
６
月
ま
で

に
発
送
予
定
）
。
た
だ
し
、
受

診
券
請
求
の
申
込
が
必
要
な
方

も
い
ま
す
の
で
、
詳
し
く
は
左

の
表
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　
「
西
宮
市
国
民
健
康
保
険
特

定
健
康
診
査
」
、
「
後
期
高
齢

者
健
康
診
査
」
を
受
診
さ
れ
る

時
は
医
療
保
険
の
資
格
の
有
無

と
本
人
確
認
の
た
め
に
健
康
保

険
証
を
一
緒
に
お
持
ち
く
だ
さ

い
。

■
特
定
健
康
診
査
を

　
　
　
　
受
診
し
ま
し
ょ
う

■
平
成
20
年
度
か
ら

　
西
宮
市
国
民
健
康
保
険
総
合
　

　
健
康
診
断
（
人
間
ド
ッ
ク
）
の
　
　

　
対
象
者
等
が
変
わ
り
ま
す

「
特
定
健
康
診
査
」
は
、
メ
タ

ボ
リ
ッ
ク
シ
ン
ド
ロ
ー
ム
の
該

当
者
・
予
備
群
を
発
見
す
る
た

め
に
実
施
し
ま
す
。
そ
し
て
、

健
診
結
果
に
基
づ
き
生
活
習
慣

病
の
リ
ス
ク
に
応
じ
た
「
特
定

保
健
指
導
」
を
実
施
し
ま
す
。

　
生
活
習
慣
病
は
自
覚
症
状
が

な
く
進
行
し
て
い
く
も
の
で

す
。
年
に
１
回
健
診
を
受
診
す

る
こ
と
で
、
定
期
的
に
体
の
状

態
を
チ
ェ
ッ
ク
し
て
健
康
づ
く

り
に
ぜ
ひ
お
役
立
て
く
だ
さ
い
。

●
詳
し
く
は
国
民
健
康
保
険
グ

ル
ー
プ(

０
７
９
８
・
３
５
・

３
１
２
０)

ま
で
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い

※
健
康
診
査
の
自
己
負
担
金
に
つ

い
て
は
未
定
で
す
の
で
、
決
ま
り

次
第
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

平
成
20
年
４
月
か
ら

　
西
宮
市
の
健
診
制
度
が
変
わ
り
ま
す
　

●
詳
し
く
は
国
民
健
康
保
険
グ

ル
ー
プ(

０
７
９
８
・
３
５
・

３
１
１
５)

ま
で
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い

●
詳
し
く
は
保
健
サ
ー
ビ
ス
課

(

０
７
９
８
・
３
５
・
３
１
２

７)

ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い

●
詳
し
く
は
高
齢
者
医
療
保
険

グ
ル
ー
プ(

０
７
９
８
・
３

５
・
３
１
５
４)

ま
で
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い

※
受
診
機
関
に
つ
い
て
は
個
別
医

療
機
関
や
公
民
館
等
で
健
診
を
行

う
予
定
で
す
。
決
ま
り
次
第
お
知

ら
せ
し
ま
す
。

－西宮市健康診査の検査項目－

特　定　健　康　診　査

　　問診、身体計測（身長・体重・ＢＭＩ・腹囲）、

　　身体診察、血圧測定、尿検査（尿糖・尿蛋白）

　　血液検査

 　　　中性脂肪・HDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ・LDLｺﾚｽﾃﾛｰﾙ・

 　　　GOT・GPT・γ-GTP・空腹時血糖・ﾍﾓｸﾞﾛﾋﾞﾝA1c

　　※一定の基準のもとに医師が判断した場合にのみ、

　　　心電図検査、眼底検査、貧血検査を行います。

後　期　高　齢　者　健　康　診　査

　　特定健康診査から腹囲を除いた項目

　　※一定の基準のもとに医師が判断した場合にのみ、

　　　心電図検査、眼底検査、貧血検査を行います。

健　康　診　査

　　特定健康診査の項目と同様。

　　※35歳～39歳の方には心電図検査と血液検査項目に

　　　尿酸・血清ｸﾚｱﾁﾆﾝ・貧血検査・白血球を追加します。

※
１ 

次
の
全
て
に
該
当
す
る
方
を

指
し
ま
す
。
（
妊
産
婦
そ
の
他
の

厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者
は
除

く
）

・
健
診
実
施
年
度
の
4
月
1
日
に

お
け
る
加
入
者

・
健
診
実
施
年
度
中
に
40
歳
～

74
歳
に
な
る
方

・
受
診
日
ま
で
引
き
続
き
加
入
し

て
い
る
方

※
2
「
40
歳
以
上
で
平
成
20
年
度

に
加
入
し
て
い
る
医
療
保
険
が
変

わ
ら
れ
る
方
、
40
歳
以
上
で
生
活

保
護
を
受
給
さ
れ
て
い
る
方
」
を

指
し
ま
す
。

※
3
「
40
歳
～
74
歳
で
職
場
の
医

療
保
険
等
に
加
入
さ
れ
て
い
る

方
」
を
指
し
ま
す
。

 

ま
た
、
「
老
人
健
康
診
査
」

の
中
で
「
介
護
予
防
の
た
め
の

チ
ェ
ッ
ク
」
を
同
時
に
実
施
し

て
い
ま
し
た
が
、
平
成
20
年
４

月
よ
り
65
歳
以
上
の
方
を
対
象

（
要
介
護
認
定
者
を
除
く
）

に
、
「
生
活
機
能
評
価
」
と
し

て
実
施
し
ま
す
。
詳
し
い
内
容

は
、
11
面
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

「
が
ん
検
診
等
」
の
対
象
者
や

受
診
方
法
に
つ
い
て
詳
し
い
内

容
は
、
11
面
を
ご
覧
く
だ
さ

い
。

　
平
成
20
年
４
月
よ
り
、
西
宮

市
の
健
康
診
査
の
対
象
者
及
び

名
称
が
、
次
の
よ
う
に
大
き
く

分
か
れ
ま
す
。

・
西
宮
市
国
民
健
康
保
険
に
加

　
入
さ
れ
て
い
る
40
歳
～
74
歳

　
の
方
が
対
象
※１

の
「
西
宮
市

　
国
民
健
康
保
険
特
定
健
康
診

　
査
」

・
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
被

　
保
険
者
（
75
歳
以
上
等
）
が

　
対
象
の
「
後
期
高
齢
者
健
康

　
診
査
」

・
35
歳
～
39
歳
の
市
民
の
方
や

　
転
職
・
引
っ
越
し
等
で
健
康

　
保
険
証
が
変
わ
ら
れ
た
方
等

　
が
対
象
※2

の
「
健
康
診
査
」

　　
な
お
、
40
歳
～
74
歳
で
医
療

保
険
が
西
宮
市
国
民
健
康
保
険

で
は
な
い
方
※3

は
、
加
入
さ
れ

て
い
る
各
医
療
保
険
者
に
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

 


